
栽握2志 普農娼蜃暑ぞ鱚套余U発 国襲雰爵崖諾細は 【図表
1】 の通 りでした。こ覧のように、それほど複雑な財産状況
ではあ りません。資産が 4億 7000万 円 (自宅を小規模宅地で
軽減すると 4億 4000万 円)、 負債が2000万 円であ りヽ今回は
二次相続で、配偶者の繰延 く軽減 )が ないことか ら、子供 2
人で相続 し、約 1億 円の相続税がかか ります 。ほかに以下の
事項が半U明しました 。
・自宅は借入金2000万 円の担保に入 つています 。
・約 1000■ の土地は、長男に固定資産税+ア ルファ程度の安
い質料で貸し付けています 。建物は長男が借 り入れ (4億
円)を して10年前に共同住宅を建築し質貸してお り、1抵当
権が設定されていますが、土地についても同じ金融機関が
被相続人を保証人として人為的担保を取 り、なおかつ抵当
権を設定しています 。

・貸宅地には、抵当権等の担保設定はなされていません。し
かし、借地人が組合等に加入し、賃料は供託されているよ
うな状況です 。

・貸付金は、土地の賃料として長男か ら受領した金銭から固
定資産税等を支払 つた残額を蓄えて、長男の賃貸住宅経営
の運転資金として貸 し付けてきましたが、回収は困難な状
況です 。

・長男が共 同住宅 と して使用する土地 は従前に借地人がい
て、この権利の整理等にかかつた借入金2000万 円が残 つて
いました 。
さて、本題ですが、この相続における問題点は、資産とし

て評価できる財産は2000万 円の担保が入 つている 1億 円の自
宅 (敷地 ・建物)と 評価額4000万 円の貸宅地です 。長男への
貸付金や長男が使用する土地は実態があつてないような財産
であることか ら、非常に難しい相続となります 。案の定 、話
を うかがうと、形式上貸付金となつているものの実態は回収
不可能な金銭です 。また、土地についても、長男の借入金の
残債が約 4億 円あり、金融機関の担保評価が土地建物合わせ
て 4億 円前後であることか ら、これも担保権が実行された場
合にはな くなる可能性大の財産であり、相続評価上では資産
の扱 いにな りますが実質的には資産 とは言いに くい財産で
す 。
【遺産分割の問題】
ここで長男と次男がもめたのは言うまでもありません。実

質的な財産は自宅と貸宅地であることか ら、最終的に次男が
2000万 円の借入金と自宅 (土地 。建物 )及 び貸宅地を相続
し、長男が自分に対する貸付金と自分が所有する質貸マンシ
ョンとして使用している土地を相続することで、合意 しまし
た (金融機関の要望あり〉」
【相続税納税の問題】
次男は課税評価額 1億 2000万円 〈資産 1億 4000万円十負債
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の相続税を納めることができました。更に売却残金でヽ借入
金全額を返済することができました 。

長男は、評価 2億 8000万円の土地と5000万円の貸付金を相
続することにな り、これに8520万円σ
した 。納税について金銭納付 ・延納 ・
検討しましたが、現状の財産形態では難しいため、評価2億
8000万円の土地について、底地を物納するということで、国
と交渉をしています 。物納の場合、抵当権の解除が条件とな
りますので、金融機関との交渉が必要となります。比較対照
として被相続人本人が建物を建てていた場合はどうなつてい
たでしょうか 。 【図表 2】 の通 り、わずか88万 円の相続税で
済んでいたのです 。
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つた金銭で返済しなければならないのです
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ています (保証債務の問題)。
③通常、このような形態でつくられる建物と敷地との関係

では、収益を次世代に移す 目的で建築をす るのですか
ら、相続人は固定資産税程度の安い賃料を支払 う形で土
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地を借りていることが多いようです。この場合ヽ土地の
評価は使用貸借といつて、権利等の控除がない更地状態
の評価がされます。実際には建物所有者以外は使用収益
がない財産であつても、高い評価がされる財産となるの
です (相続税評価の問題)。

④なお、土地を安 く借りていても事業収支が思わしくな
く、借入金の返済や生活資金のために親が子へ金銭を貸
与していることもありますが、親族間貸し付けであつて
も相続においては、貸付金ということで資産として評価
されます (1辞寸金の問題)。
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【図表 1】 A家 の財 産 明細
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自宅 敷 地 約 300Jと 自宅 建 物 約 1億 円

晨男が借 りている土地約 1000轟 約 2億 8000万 円
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【図表 2】 相続税の比較
・自宅評価 1億 円 (土地 ・建物 )
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【図表 3】 相続後の長男の財務状況
【収入】           【支出】
年質料収入 3072万 円     管理費    153万 円
【借入金】           固定資産税等 119万円
元本返済  1500万 円     修繕等積立金 144万円
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管理費    153万 円
固定資産税等 119万円
修繕等積立金 144万円
土地賃借料  300万 円
所得税    491万 円
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